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AI によって生成されたコンテンツは間違っている可能性があります。]投票 (とうひょう)支援 (しえん)カード





　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　投票 (とうひょう)をする際 (さい)にお手 (て)伝 (つだ)いが必要 (ひつよう)な方 (かた)は、手伝 (てつだ)ってほしい内容 (ないよう)をこのカードに書 (か)いて投票所 (とうひょうじょ)にいる係員 (かかりいん)に渡 (わた)してください。
　※このカードには、候 (こう)補 (ほ)者 (しゃ)名 (めい)や政 (せい)党 (とう)名 (めい)などは書 (か)かないでください。
あなたがしてほしいことを選んでください。
（□に✓を入れてください）


· 投 (とう)票 (ひょう)所 (じょ)内 (ない)の移動 (いどう)を手伝 (てつだ)ってほしい
· 投 (とう)票 (ひょう)用 (よう)紙 (し)に代 (か)わりに書 (か)いてほしい（※代理 (だいり)投票 (とうひょう)をしてほしい）
· 候補者名 (こうほしゃめい)や政党名 (せいとうめい)を読 (よ)んでほしい
· コミュニケーションボードを使 (つか)ってほしい
· その他 (ほか)の手 (て)伝 (つだ)ってほしいことを書 (か)いてください



＜※代理 (だいり)投票 (とうひょう)とは＞
・病気 (びょうき)やケガなどによって投 (とう)票 (ひょう)用 (よう)紙 (し)に文 (も)字 (じ)を書 (か)くことができない方 (かた)に代 (か)わり、係 (かかり)員 (いん)がご本 (ほん)人 (にん)の指 (し)示 (じ)どおりに代 (だい)筆 (ひつ)します。法律 (ほうりつ)によりご家 (か)族 (ぞく)や同 (どう)行 (こう)者 (しゃ)が代理 (だいり)投票 (とうひょう)することはできません。
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